
消 政 策 第 ６ ８ 号 

平成 23 年９月 12 日 

 

各都道府県・政令指定都市消費者行政担当部長 殿 

 

 

消 費 者 庁 

消費者政策課長 

（公印省略） 

 

 

金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する 

情報提供の迅速かつ確実な実施について 

――昨年度の実績のお知らせと更なる取組のお願い―― 

 

日頃より消費者行政の推進にご協力頂き、ありがとうございます。 

 

標記については、平成 22年 6月 18日の消費生活侵害事犯対策ワーキングチーム申

合せ（別添１）を受け、金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する情報提供の着

実な実施をお願いしております（別添２）。 

 

その後、平成 23 年 5 月には、標記情報提供に係る実施状況のフォローアップにご

協力いただきました（別添３）。 

 

おかげをもちまして、消費者庁及び都道府県・政令指定都市（消費生活センター等）

などにおける情報提供の実施件数は、従来の実質ゼロから、平成 22 年度は 139 件と

なっております。皆様にお取り組みいただいた結果が数字にも表れることとなり、改

めてご協力にお礼申し上げます。 

 

他方、他省庁等と実施件数を比較しますと、なお一層の取組の余地があるのではな

いかとの期待もございます。また、消費者庁に設けた「財産の隠匿・散逸防止策及び

行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チーム」の取りまとめ（平成 23 年８

月 18 日公表）においても、金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する情報提供

に積極的に取り組むとともに、各都道府県知事、市町村等関係行政機関に対しても、

上記情報提供に一層取組の強化を図るよう要請する必要性がある旨示されたところ

です。つきましては、今後一層の取組強化を図っていただくようお願いいたします。 
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これに関連して、２点情報提供いたします。 

（１） 消費者庁では、皆様からニーズの把握を行った上で、平成 23 年 2 月、金

融庁に対し各財務局による地方公共団体の消費生活センター相談員等を

対象とした研修会の開催を依頼いたしました。これを受け、各財務局にお

いて研修会等が順次実施されているところです。貴センターの最寄り地に

おける実施の予定については、貴地を所管する財務局にお問い合わせくだ

さい。 

（２） 消費者庁に電話などでいただいた照会やフォローアップの際に皆様から

お寄せいただいたご質問等に対し、消費者庁としての考え方を示した「振

り込め詐欺救済法に基づく口座凍結Ｑ＆Ａ（よくある質問）」を、別添５

のとおり作成しました。金融機関への情報提供を行う上でご参考にしてい

ただければ幸いです。 

 

なお、各都道府県におかれましては、管内の市町村消費者行政担当課及び消費生活

センターにも本件について周知していただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

担当：消費者庁消費者政策課 

岡本、田中 

電話 03-3507-9187 



金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する情報提供の迅速かつ確実な実施について

平 成 2 2 年 ６ 月 1 8 日

消費生活侵害事犯対策ワーキングチーム申合せ

関係省庁においては、「消費生活侵害事犯対策ワーキングチームの検討結果」を踏

まえ、国民の生命・身体・財産に被害を及ぼす消費生活侵害事犯への対策の強化を明

確に意識しつつ、各種研修会等の実施による職員の能力向上、行政庁と警察との間で

の連携強化・情報共有等の取組が着実に進められており、一定の成果を上げてきてい

るところである。

しかしながら、現在も、高齢者をねらった悪質商法事犯、生活の困窮につけ込むヤ

ミ金融事犯等による被害は後を絶たず、国民の不安感が払拭されるまでには至ってい

ない。消費者の目線に立ち、国民の安全・安心を確保するためには、行政権限の発動

や取締りはもとより、消費生活侵害事犯に係る被害拡大防止・被害回復支援対策に重

点を置いた取組を政府一丸となって更に進めていく必要がある。

こうした中、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す

る法律（平成19年法律第133号。以下「法」という。）第３条に定める金融機関が行

う犯罪利用預金口座等に係る取引の停止等の措置（いわゆる口座凍結）は被害拡大防

止・被害回復支援対策として非常に有効であることから、行政庁及び警察は、上記の

政府一丸となった取組の一環として、消費生活侵害事犯につき、同法の定める犯罪利

用預金口座等である疑いがある預金口座等を認知した場合には、当該口座及びその不

正利用に関する情報を、金融機関に対して提供することとする。

関係省庁においては、地方支分部局を含めて、この情報提供の迅速かつ確実な実施

を徹底するとともに、地方公共団体や独立行政法人国民生活センター等の関係機関に

対し、金融機関への情報提供が着実に実施されるよう依頼することとする。

なお、関係省庁及び関係機関による情報提供並びに金融機関による口座凍結の円滑

な実施に資するため、関係省庁間において実施方法等に関する情報の共有を図るなど

必要な措置を講ずるものとする。

別添１

CB132
スタンプ



消 政 調 第 ６ ３ 号 

平成 22年 7月 14日 

 

各都道府県・政令指定都市消費者行政担当部長 殿 

 

消費者庁政策調整課長 

（公印省略） 

 

金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する 

情報提供の迅速かつ確実な実施について 

 

日頃より、消費者行政の推進にご協力頂き、ありがとうございます。 

高齢者をねらった悪質商法事犯や、生活の困窮につけ込むヤミ金融事犯等による被

害の発生が後を絶ちません。このような事犯に対しては、取締り強化や積極的な注意

喚起の実施等はもとより、被害拡大防止・被害回復支援対策を適切に講じていく必要

があるところです。 

かかる対策としては、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払

等に関する法律（平成 19年法律第 133号。いわゆる振り込め詐欺救済法。以下「法」

という。）第３条に定める金融機関が行う犯罪利用預金口座等に係る取引の停止等の

措置（いわゆる口座凍結）が有効であると考えられるところです。 

今般、国の関係省庁で構成する「消費生活侵害事犯対策ワーキングチーム」におい

て、金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する情報提供について、迅速かつ確実

な実施を徹底するとともに、地方公共団体や関係機関に対しても金融機関への情報提

供が着実に実施されるよう依頼する旨の申し合わせがなされたところです（別添１）。 

金融機関に対する情報提供については、従来から、地方公共団体の消費者相談窓口

等において、地元の警察当局とも連携しつつ、適切に実施されているものと考えられ

ますが、上記申し合わせの趣旨を踏まえ、改めて情報提供の着実な実施を徹底してい

ただきますよう、お願いいたします。 

なお、内閣官房において、関係諸機関のご参考までに、情報提供様式の雛形（別添

２）を作成しております。適宜ご参照ください。 

おって、貴都道府県下の市町村消費者行政担当課及び消費生活センターにも本件に

ついて周知して頂きますようお願いいたします。 

 

 担当：消費者庁政策調整課 

政策企画専門官 岡本 

電話 03-3507-9187 
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金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する情報提供の迅速かつ確実な実施について

平 成 2 2 年 ６ 月 1 8 日

消費生活侵害事犯対策ワーキングチーム申合せ

関係省庁においては、「消費生活侵害事犯対策ワーキングチームの検討結果」を踏

まえ、国民の生命・身体・財産に被害を及ぼす消費生活侵害事犯への対策の強化を明

確に意識しつつ、各種研修会等の実施による職員の能力向上、行政庁と警察との間で

の連携強化・情報共有等の取組が着実に進められており、一定の成果を上げてきてい

るところである。

しかしながら、現在も、高齢者をねらった悪質商法事犯、生活の困窮につけ込むヤ

ミ金融事犯等による被害は後を絶たず、国民の不安感が払拭されるまでには至ってい

ない。消費者の目線に立ち、国民の安全・安心を確保するためには、行政権限の発動

や取締りはもとより、消費生活侵害事犯に係る被害拡大防止・被害回復支援対策に重

点を置いた取組を政府一丸となって更に進めていく必要がある。

こうした中、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す

る法律（平成19年法律第133号。以下「法」という。）第３条に定める金融機関が行

う犯罪利用預金口座等に係る取引の停止等の措置（いわゆる口座凍結）は被害拡大防

止・被害回復支援対策として非常に有効であることから、行政庁及び警察は、上記の

政府一丸となった取組の一環として、消費生活侵害事犯につき、同法の定める犯罪利

用預金口座等である疑いがある預金口座等を認知した場合には、当該口座及びその不

正利用に関する情報を、金融機関に対して提供することとする。

関係省庁においては、地方支分部局を含めて、この情報提供の迅速かつ確実な実施

を徹底するとともに、地方公共団体や独立行政法人国民生活センター等の関係機関に

対し、金融機関への情報提供が着実に実施されるよう依頼することとする。

なお、関係省庁及び関係機関による情報提供並びに金融機関による口座凍結の円滑

な実施に資するため、関係省庁間において実施方法等に関する情報の共有を図るなど

必要な措置を講ずるものとする。

別添１



別添２ 

○○発第○○○ 号   

平成○○年○月○○日   

○○○○銀行  ○○支店長   殿 

 ○○○○所長       

○○ ○○  印   

 

   預金口座等の凍結依頼について 

 

 下記の預金口座等は、犯罪利用預金口座等の疑いがあることから、今後の被害拡大を防止

するため、当該預金口座等の凍結を検討していただきたく依頼します。 

記 

１ 預金等種別 

   □ 普通 

   □ 当座 

   □ その他（      ） 

 

２ 口座番号 

   

 

３ 口座名義人 

   

 

４ 疑われる犯罪の種別 

   □ オレオレ詐欺（恐喝） 

   □ 架空請求詐欺（恐喝） 

   □ 融資保証金詐欺 

   □ 還付金詐欺 

   □ インターネット・オークション詐欺 

   □ 出資法（高金利）違反 

   □ 出資法（預り金）違反 

   □ その他（             ） 

 

５ その他参考事項 

   

 

 

連絡先                

 ○○○○所  ○○ ○○      

  電話：○○－○○○○－○○○○  

 

 

※ 口座名義人への凍結依頼元に関する情報の開示に当たっては、事前に御相談いただきま

すようお願いいたします。 



｢消費生活侵害事犯対策ワーキングチームの検討結果｣に係る取組状況について

◇ 平成20年12月22日 犯罪対策閣僚会議（第12回会合）
～「消費生活侵害事犯対策ワーキングチーム」を設置

◇ 平成21年６月17日 ワーキングチーム（第７回会合）
～「消費生活侵害事犯対策ワーキングチームの検討結果」を取りまとめ

◇ 平成21年６月26日 犯罪対策閣僚会議（第13回会合）
～「消費生活侵害事犯対策ワーキングチームの検討結果」を報告

◇ 平成22年７月27日 犯罪対策閣僚会議（第15回会合）
～「消費生活侵害事犯対策ワーキングチームの検討結果」に係る取組状況
及び「金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する情報提供の迅速
かつ確実な実施について」（平成22年６月18日ワーキングチーム申合せ）を報告

● 行政庁において事態を早期に把握し、対処する能力の向上
・ 各種連絡会議を開催し、関係省庁間の連携強化・情報共有を図るとともに、立入検査技術、
事例研究及び告発事例等について研修を実施

・ 各種研修会を開催し、悪質な法令違反等については、告発を行うなど適切な措置を講ずる
よう周知

・ 「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」において、都道府県の先進的な事例を紹介
するとともに、地方公共団体に期待される取組及び消費者庁の取組・支援策を提示

・ 事業者団体に対する各種講習、定期的な立入検査、苦情モニタリングの実施等により、事業
者自身や事業者団体による法令等遵守を促進

・ 情報提供や苦情等に対して適切に対応するための会話手法に関する研修会を実施

● 行政庁と警察との連携を迅速かつ確実に図るための現場レベルでの連携体制の確立
・ 警察と都道府県（又は地方機関）で構成する連絡会議を開催し、定期的な情報交換を実施
・ 行政庁が違法業者の情報を入手した場合、早期の段階から、警察と連絡を取り、双方で連携
して被害の拡大を防止

・ 行政庁と警察との間の人事交流による連携強化・情報交換の円滑化の推進

● 情報を得た警察において早期検挙することができる取締体制の整備
・ 人員配置の変更及び課の新設により取締体制を整備
・ 全国会議を開催し、最新の消費生活侵害事犯の手口や検挙事例について情報共有を図る
とともに、全国の検挙事例についてのケーススタディを実施

・ 若手捜査員等を対象とした研修を開催し、捜査手法等の習得を促進

● 金融機関に対する犯罪利用預金口座等に関する情報提供の迅速かつ確実な実施
・ 関係省庁において、金融機関に対する情報提供の迅速かつ確実な実施について周知徹底
・ 地方公共団体や（独）国民生活センター等の関係機関に対し、金融機関に対する情報提供
が着実に実施されるよう依頼

・ 関係省庁及び関係機関から金融機関に対し、犯罪利用預金口座等に関する情報を提供
都道府県警察から平成22年中14,884件
金融庁及び各財務（支）局から平成22年度中5,877件
消費者庁、都道府県・政令指定都市及び（独）国民生活センターから平成22年度中139件

● 今後の方針
・ 関係省庁は、別添の申合せのとおり、消費生活侵害事犯の被害が疑われる相談情報を
警察へ提供

・ このほか、各省庁における取組の好事例等も参考に、引き続き、関係機関の緊密な連携
を図り、消費生活侵害事犯対策を積極的に推進
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